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厚生労働大臣賞受賞作品
令和元年度障害者雇用支援月間ポスター原画「絵画　中学校の部」
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平成30年度の
障害者の職業紹介状況

　左のグラフのように、平成30年度
は新規求職数、就職数ともに減少し
ています。
　平成30年度は、精神障害の方の求
職が最も多くなっています。

　昨年の4月に法定雇用率が2.2％
（民間企業）に引き上げられました。
令和3年4月までには、さらに0.1％
引き上げになる予定です。
　事業主の皆さま方には、雇用の場を
一層広めていただきますようお願い
いたします。
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当相談室においては、京都府南部
地域の京都府立盲学校、聾学校、国
立・府立・京都市立の特別支援学校
16校の高等部卒業予定者の就職相
談を担当しています。令和２年３
月卒業予定生徒のうち約180名が、
企業への就職を希望しています。

（平成31年３月卒業生のうち、約130
名の生徒が企業へ就職し、巣立って
います。）
企業におかれましては、障害のあ
る生徒の職場実習から雇用の場の拡
大に取り組みを進めていただきます
ようお願いいたします。

＊特別支援学校生徒の職場実習や雇用
については、当相談室にご連絡くださ
い。

特別支援学校等卒業予定者への就職相談

京都障害者職業相談室

東油小路町803 ハローワーク京都七条４階

下
　京

区
役
所

園
公 京都駅ビル

京都駅

局
便
郵

キャンパス
プラザ京都

通
川
堀

塩小路通
通
丸
烏通

町
新

通
院
洞
西

条
七
都
京

　特別支援学校等の生徒は、企業に
おける「職場実習」により「働く力
を高め」企業就職へ歩んでいます。
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ハローワークから講師が事務所に出向きます
・受講者５名以上でお願いいたします。

・詳細は下記にお問い合わせください。

・お申し込み多数の場合ご希望に沿えないことがありますので
　ご了承ください。

◆応募書類は「近畿高等学校統一用紙」を使用してください。

◆面接時においては、家族の状況や親の職業・本籍地・住まいのこ

と・尊敬する人物・宗教のことなど、応募者の適性・能力に関係な

い事項については、応募者の基本的人権を侵すことにもつなが

りますので一切質問しないでください。

◆入社承諾書の提出を求める場合には、京都府公立・私立高等学

校で定めた統一用紙があります。京都府内高校生の採用内定者

には、次ページの様式を使用してください。

応募者の適性と能力のみを基準とした
公正な採用選考をお願いします。

新規高等学校卒業予定者を採用予定の

事業主の皆さまへ
９月16日（月）は

新規高等学校卒業予定者の
採用選考開始日です。
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京都労働局助成金センター
（井門明治安田生命ビル2F）

　令和2年4月1日に、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労
働者派遣法が施行されます。
「派遣労働者の同一労働同一賃金の制度内容がわからない」
「どのように制度導入の手順を進めていくのかわからない」
「派遣先の正社員との待遇差が気になる」
といった悩みを持つ派遣労働者や事業主のために、京都労働局内に「派遣労
働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口」を設置していますので、ご利用
ください。

①派遣労働者と派遣元・派遣先事業主向けの特別相談窓口を開設しています①派遣労働者と派遣元・派遣先事業主向けの特別相談窓口を開設しています

　派遣労働者を受け入れている派遣先の皆様が改正労働者派遣法の施行によ
り実際に講じていただくこととなった措置の内容や手法等に関して、実務に
即した具体的な説明を行う実務対応型セミナーを以下の日程で行います。詳
細は京都労働局のホームページに掲載している開催要領でご確認ください。
　参加をご希望の場合は、専用のFAX申込書（ホームページに掲載）又は
お電話で京都労働局需給調整事業課までお申し込みください。（定員に達し
た場合は締め切りますので予めご了承ください）

＜北部地域＞
（1）実施日時　令和元年10月29日（火）
　　　　　　　 10時30分～12時・13時30分～15時
（2）会　　場　福知山公共職業安定所2階大会議室（福知山市東羽合町37）
（3）定　　員　各回30名

＜南部地域＞
（1）実施日時　令和元年11月1日（金）及び5日（火）から8日（金）まで
　　　　　　　 10時30分～12時・13時30分～15時
（2）会　　場　京都労働局6階会議室（京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451）
（3）定　　員　各回40名

＜個別相談会の開催＞
　上記全ての会場において、改正労働者派遣法をはじめとする労働者派遣に
関する相談・疑問に応対する個別相談会を15時から17時まで（最終受付は
16時30分）開催します。（予約不要・先着順）

②派遣先向け 改正労働者派遣法対策セミナーを開催します

改正労働者派遣法への対応について

＜お問い合わせ＞京都労働局需給調整事業課　（075）241－3225
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京都府の雇用失業情勢
● 令和元年7月内容 ●

令 和 元 年 8 月 3 0 日
京都労働局職業安定部

【雇用失業情勢の総括】
　雇用保険被保険者数は、前年同月比で1.5％増と112か月連続で増加している。
　有効求職者数（原数値）、雇用保険受給者実人員は前年同月比で増加している。
�　令和元年7月の有効求人倍率（季節調整値）は1.62倍で、前月より0.01ポイント低下したが、27か月連続
で1.5倍以上の高水準を維持している。
　正社員の有効求人倍率（原数値）は1.17倍で、前年同月より0.05ポイント上昇した。
　以上のことから、京都府内の雇用情勢は、着実に改善が進んでいると判断する。

【求人・求職の動向】
（１）�　有効求人数（季節調整値）は、62,334人と前月に比べ1.0％増加し、有効求職者数（同）は、38,382人

と前月に比べ1.5％増加した。
（２）�　有効求職者数（原数値）は、38,777人で前年同月比0.6％増加した。
　　�　新規求職者数（原数値）は、8,265人で前年同月比6.5％増加した。内訳は、一般が5,097人で同1.5％
増加し、パートは3,168人で同15.7％増加した。新規常用求職者（パートを除く）の構成比をみると、在
職者29.6％、離職者63.8％（うち事業主都合16.3％）、無業者6.6％である。なお、新規常用求職者の事業
主都合による離職者数は、前年同月比4.8％増加している。

（３）�　有効求人数（原数値）は、60,632人で前年同月比4.1％増加した。
　　�　新規求人数（原数値）は、22,912人で前年同月比6.2％増加した。内訳は、一般が12,798人で同6.5％
増加し、パートは10,114人で同5.9％増加した。主要産業別にみると、前年同月比では、農,林,漁業（3.1％
増）、建設業（22.0％増）、情報通信業（4.2％増）、運輸業,郵便業（6.5％増）、卸売業,小売業（1.2％増）、
金融業,保険業・不動産業,物品賃貸業（19.3％増）、学術研究,専門・技術サービス業（38.7％増）、宿泊業,
飲食サービス業（2.5％増）、医療,福祉（17.5％増）等が増加した。一方、減少した産業は、製造業（0.7％
減）、生活関連サービス業,娯楽業（7.4％減）、教育,学習支援業（36.4％減）、複合サービス事業（23.4％減）、
サービス業（他に分類されないもの）（1.0％減）となった。

（４）�　就職件数は、2,837件で前年同月比5.0％増加した。内訳は、一般が1,436件で同1.1％減少、パートは
1,401件で同12.1％増加した。雇用保険受給者の就職件数は、812件で同5.5％増加した。

有効求人、有効求職及び有効求人倍率の推移

注:�年度の数値は原数値で、月別の数値は季節え調整値である。なお、平成30年12月以前の月別の数値は季節調整替えにより公
表値とは異なる場合がある。
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